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はじめに

N

W=約4.5m

地区計画の区域

[都営住宅建替事業区域]
（1.1ha）

[民活事業区域]
（0.8ha）

青山通り歩道（約6m）

国道246号(青山通り)（幅員40m）

旧都営青山北町アパート敷地
14号棟～24号棟

地区整備計画の区域（都営住宅・民活事業棟）

地区整備計画の区域（沿道一体型開発検討区域） 民有地（沿道区域等内）

沿道一体型開発区域

[沿道一体型開発検討区域]
（2.0ha）

W=約5.9m

W=約10m

W=約3.0m

● 計画地の現況
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〇昭和32～43年度

〇平成26年12月

〇平成27年11月

〇平成28年１月

■ まちづくりの経緯について

これまでの経緯

今後のまちづくりに向けて

■ 先行する区域の状況

・現在では、沿道区域の民間地権者の大半が北青山地区再開発協議会に加入し、沿道一体型開発区域（沿道一体型開発
検討区域に沿道区域等を合わせた区域）のまちづくりの推進に賛同している。

・まちづくりガイドライン及び事業実施方針に定めたまちづくりの実現を図るため、整備の方向性を示した本計画に基づき、今後
事業者が具体的な事業計画を策定し、関係者と連携して沿道一体のまちづくりを進める。

令和２年度 都市計画決定
令和３年度 事業計画認可
令和４年度 権利変換計画認可
令和５年度 本体着工
令和８年度 竣工

令和元年12月 都営北青山三丁目アパート竣工

令和２年５月 民間事業者による複合施設竣工予定
（賃貸住宅、サービス付き高齢者住宅、店舗等）

沿道区域等
（0.8ha）

都営住宅棟 民活事業棟

港区有地（沿道区域等内）

都有地（都営住宅・民活事業棟竣工時点）

都営住宅青山北町アパート（約４ha）建設

青山通り沿道との一体的なまちづくりを行う旨公表（東京都）

⇒老朽化した青山北町アパートを建替え、高層・集約化し、創
出用地を活用し、質の高い民間開発を誘導しながら、最先
端の文化・流行の発信拠点を形成

「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」公表（港区）

「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針」公表
（東京都）

⇒都営住宅敷地を、都営住宅建替事業区域、民活事業区域、
沿道一体型開発検討区域の３つに分割し、それぞれ異なる
事業により段階的にまちづくりを推進

〇都営住宅建替事業区域

〇民活事業区域

まちづくりの実現方策

■ 第一種市街地再開発事業の活用

■ スケジュール（予定）
公共施設整備とあわせて、建物を集約・共同化し高度利用

を図るとともに、複数の地権者の権利を公正に保全できる、

独立行政法人都市再生機構の施行による第一種市街地再

開発事業により、地区計画が目指すまちづくりを実現する。

当地区の現況・課題

・土地利用転換に伴い、南青山エリアとのバリアフリーネットワークの強化、周辺の公共施設（小中学校・保育園・児童遊園等）を
繋ぐ歩行者動線の整備を行うことで、歩行者の安全確保が必要。

・都営住宅団地の団地内通路であるが、土地利用転換に伴い、地域の回遊動線、にぎわいの連続性を創出する必要がある。

②面的な歩行者ネットワーク及びまちの回遊性の不足

④にぎわい形成に資する身近なオープンスペースや緑の不足

・青山通り沿道のオープンスペースはにぎわい形成に向けたアメニティの向上を図る余地がある。

・港区渋谷区ともに周辺に不足する、公園・緑地面積の拡充が必要。

③地域の防災性向上の必要性
・狭隘道路の多い渋谷区側市街地に対し、緊急車両動線の確保が必要。

・帰宅支援対象道路の位置づけも踏まえ、地域集合場所機能の強化、災害時の支援機能の整備が必要。

①沿道に残る旧耐震建物の更新、都営住宅の土地利用転換の誘導
・特定緊急輸送道路である青山通り沿道の旧耐震老朽建物の建替え更新が必要。

・都営住宅団地の集約建替えに伴う、低未利用な都有地の土地利用転換が必要。

青山まちづくり協議会（H14～） 北青山地区再開発協議会（H25～）
会員：主に沿道地権者による組織

事務局：市街地開発株式会社（オブザーバー： 港区）

目的：「青山通り周辺地区まちづくりガイドライン」の実現

会員：沿道地権者（民間沿道地権者の大半が加入）

事務局：市街地開発株式会社、 独立行政法人都市再生機構

目的：「都有地と沿道との一体的な再開発事業について」

②再開発事業の必要性
・ 当地区では青山通り沿道の旧耐震建物の更新、土地利用転換や災害時のネットワークを支える区画道路の整備、まとまった広場

空間や歩行者ネットワークの整備、エリアの拠点形成を図ることが求められており、これらの実現に向け、建物の集約と高度利用が必
要であるとともに、複数の地権者が存在することから、法定の第一種市街地再開発事業による整備が最適である。

・ 地方公共団体、民間デベロッパー、個人と属性の異なる地権者が存在していることから、中立性・公平性を有する公的な主体であ
る独立行政法人都市再生機構による施行が望ましい。

①沿道地権者のまちづくり意欲
・沿道地権者において継続的なまちづくりの検討が進められており、再開発事業を進めていくための合意形成は概ね図られている。

都営住宅団地

外
苑
西
通
り

原二本通り

④にぎわい形成に資する身近な
オープンスペースや緑の不足

狭隘道路の多い渋谷区側後背市街地

①特定緊急輸送道路
沿道の旧耐震建物

③地域の防災性向上の必要性
道路機能の不足

南青山三丁目
交差点

②面的な歩行者ネットワー
ク及びまちの回遊性の不足

①土地利用転換の
必要性

青山通り
（特定緊急輸送道路）

②南青山エリアとのバリアフ
リーネットワークの強化

【A区域】 【B区域】



① 土地利用転換や災害時のネットワークを支える区画道路の整備

・車両及び歩行者通行を安全かつ円滑に処理するための区画道路整備及び
信号交差点化

・渋谷区側市街地の防災性向上に資する災害時の緊急車両動線の確保等

④ 豊かな地域資源を活かした多様な都市機能の導入と機能連携

・『にぎわい・文化・緑』を繋ぐ、文化・流行の発信拠点の実現

◯ 周辺の豊かな資源・生活文化を繋ぐ業務・商業機能の導入

◯ 多様な人材の活動を育む、文化･交流機能と「まちのロビー」の整備

◯ エリアマネジメントを活用した都市機能連携による、多様な交流機会の創出

⑤ 地域防災力の向上と環境負荷低減

・帰宅困難者受入施設の整備、広場を中心とした災害時支援機能の確保

・充実した緑化と生態系への配慮、水資源の有効活用

② 周辺のまちと繋がる、歩行者ネットワークの形成

・地域の歩行者ネットワークを担うエリアの新たなにぎわい軸の整備

・周辺地域の面的な回遊性創出に資する歩行者通路等の整備

③ 地域のにぎわい・交流拠点となる大規模広場の整備

・地域住民や来街者に対する、まちのにぎわい・交流の場づくり

・一体的な管理・活用による、みどり豊かな環境と多様なアクティビティの
創出

・災害時の一時避難の受け入れスペースとして充実した機能整備

2

整備の方向性

N

計画敷地 地区計画区域

②歩行者ネットワークの形成
（エリアの新たなにぎわい軸） ②歩行者ネットワークの形成

（面的な回遊性の創出）

都営住宅棟 民活事業棟

Ｂ地区
再開発棟

青山通り

原二本通り

至 表参道

外
苑
西
通
り

④多様な都市機能の導入
（業務､商業､宿泊等）

④文化･交流機能と
エリアマネジメント

⑤地域防災力の向上
と環境負荷低減

（南青山）

①区画道路の整備と信号交差点化
（安全かつ円滑な車両交通処理）

①緊急車両動線等の確保
（渋谷区側市街地の防災性向上）

再開発棟

④文化･交流機能と
エリアマネジメント

⑤地域防災力の向上
と環境負荷低減

（渋谷区側市街地）

③大規模広場の整備
（にぎわい･交流）

大規模広場

［イメージ図］

※今後関係機関との協議等により、変更となる場合があります。



〇地区外一般個別敷地の接道・通行機能の維持

・現況位置指定道路に接する個別建物について、現在の利用と同等の接道や通行機能を維
持する。

〇公共空間への歩行者等のアクセス動線の確保

・地区全体で整備する大規模広場や青山通り、神宮前三丁目児童遊園地など公共空間に
つながり、常時歩行者の通行可能なネットワークとして整備する。

・また、北青山三丁目地区で整備される港区の公共施設へアクセス可能な動線を確保する。

土地利用転換や災害時のネットワークを支える区画道路の整備

■車両及び歩行者通行を安全かつ円滑に処理するための区画道路整備及び信号交差点化
• 地区中央部に区画道路を整備し、３地区（都営住宅棟、民活事業棟、再開発棟）の開発交通を集約するとともに、青山通りへの交通負荷を安全かつ円滑に処理し、大規模土地利用転換を支える基盤としての役割を果たす。

• 青山通りとの接続部の信号交差点化により、青山通り及び南青山からの歩行者通行の安全かつ円滑な処理、及びバリアフリー動線を確保する。

■渋谷区側市街地の防災性向上に資する災害時の緊急車両動線の確保等

• 狭隘道路が多い渋谷区側市街地に対して、計画地内を活用した災害時の緊急車両アクセス動線を確保するとともに、大規模広場で確保する災害時の避難者の受入スペース・災害時支援機能の強化を図るため、
物資輸送車両等の動線を確保する。

【その他区画道路が有する機能】 【整備イメージ】

民活事業棟都営住宅棟

北青山三丁目地区

再開発棟

青山通り

大規模広場
大規模広場

保育園 児童館

児童遊園

W=約6m

渋谷区

港区

W=約3.2m

原二本通り

W=約4.5m

歩行者の安全かつ円滑な
通行を確保する信号交差点

歩行者動線(北青山三丁目地区内)車両動線 歩行者動線(北青山三丁目地区外)

（渋谷区側市街地のまちづくり方針）
・歩行者空間の確保、にぎわいの強化
・安全で歩いて楽しい路線型商店街を形成

地区外一般個別敷地の
接道・通行機能の維持

神宮前三丁目
児童遊園地

再開発棟

渋谷区側市街地の防災性向上に
資する緊急車両動線等の適正配置

土地利用転換を支える
区画道路の整備

3

①土地利用転換や災害時のネットワークを支える区画道路の整備

公共空間へのアクセス
動線の確保

大規模広場

W=約5.9m

※今後関係機関との協議等により、変更となる場合があります。



• 区画道路の整備、信号交差点化・既存横断歩道の移設により、南青山側市街地（青南小学校や青南いきいきプラザ等公共施
設が集積）から青山通り、渋谷区側市街地までバリアフリーでつながる、エリアの新たなにぎわい軸となる、安全で快適な歩行者
ネットワークを創出する。

• 道路空間に沿った民活棟や再開発棟のしつらえにより、にぎわいや潤いが感じられる通りとする。

■地域の歩行者ネットワークを担うエリアの新たなにぎわい軸の整備

■周辺地域の面的な回遊性創出に資する歩行者通路等の整備

• 青山通りのゆとりある歩行者空間を確保するとともに、沿道の店舗により気品あるにぎわいを創出する沿道空間として、歩道状空地
を整備する。また、沿道のみどりの充実も図る。

• 都営住宅の建設に伴い整備された団地内通路は、大規模
土地利用転換に伴う、来街者を含めた快適な歩行者ネット
ワークの形成に適したしつらえに更新が必要。

■歩行者ネットワークの整備イメージ

■青山通り沿道と渋谷区側市街地のにぎわいの分断

外苑前方面から広場へとヒューマンスケールに
つながり、にぎわいや潤いが感じられる、回遊性
の高い歩行者ネットワーク

区画道路の整備
(信号交差点化・
横断歩道移設)

青山通り沿道の
歩道状空地整備

外苑側の歩行者
動線の整備

• 外苑側から大規模広場に繋がり、ヒューマンスケールな歩行者ネットワークを形成するとともに、豊かなみどりや低層部のにぎわい施
設と一体となった、うるおいと安らぎのある回遊性の高い歩行者通路を整備する。

神宮外苑
エリア

南青山
エリア

原二本･神宮前
エリア

表参道
エリア

北青山

□魅力豊かな周辺エリアの広がり

青山一丁目
エリア

□団地内の既存道路

外苑側の歩行者動線の整備

青山通りのゆとりある歩行者空間の確保と気品
あるにぎわいの創出

◯断面イメージ

青山通り沿道の歩道状空地整備

■魅力豊かな周辺エリアのにぎわいを繋ぐ立地

• 表参道、南青山、原二本･神宮前、神宮外苑など、地区周
辺の多様で魅力豊かなエリアの間にあるが、エリア間を繋ぐ
役割を十分果たしていない。

• 特に、当地区周辺の原二本・神宮前エリアでは、当地区同
様に歩行者空間や商業のにぎわいが求められており、連続
的なにぎわい形成を実現するポテンシャルをもつ。

歩車は未分離、閑散とした雰囲気

エリアの現況・課題 周辺のまちと繋がる、歩行者ネットワークの形成

南青山側市街地から青山通り、渋谷区側市街地を繋ぐ
とともに、にぎわいや潤いが感じられる、エリアの新たな
にぎわい軸となる歩行者中心の動線

区画道路の整備(信号交差点化・横断歩道移設)

◯断面イメージ

至渋谷

至神宮外苑

北青山三丁目地区

青山霊園

南青山三丁目緑地

南青山四丁目
児童遊園

青南幼稚園

青南小学校 青南保育室 第二青南保育室/
放課GO→クラブせいなん

青山生涯学習館

青南いきいきプラザ

外
苑
西
通
り

み
ゆ
き
通
り

渋谷区

港区原二本通り

南青山側市街地
文化･流行の発信拠点、交流拠点

業務・商業・文化・交流・居住等の融合
歩行者・にぎわいの回遊性

港区公共施設の集積地域

民活
事業棟

再開発棟

歩いて行ける範囲に
公園等がない地域

南青山三丁目
児童遊園

南青山四丁目
緑地

公共施設

生活文化を創造・発信する商業地
業務・商業機能の充実、住宅との共存

歩行者・緑のネットワーク、回遊性

渋谷区側市街地

ポポラー東京表参道園

ケアコミュニティ原宿の丘

神宮前小学校

青山小学校

再開発棟

外苑前駅
表参道駅

児童館

保育園

児童遊園

青山通り

都営
住宅棟

4

歩道
車道

商業

区画道路

△
敷

地
境

界
線

歩道

△
敷

地
境

界
線

ゆとりある
歩行者空間

歩行者空間
＋緑化

ゆとりある
歩行者空間

にぎわい表出
滞留

にぎわい表出
滞留

歩行者空間
＋緑化

商業

民活
事業棟

歩行者空間

ゆとりある歩行者空間

△
敷

地
境

界
線

商業

青山通り

② 周辺のまちと繋がる、歩行者ネットワークの形成



■にぎわい形成に資する身近なオープンスペースや緑の不足

• 青山通り沿道の周辺の公開空地はアメニティ性が低く、人々が利用しづらい空間となって
いる。

• 渋谷区みどりの整備方針（平成28年7月）において、渋谷区側市街地（神宮前一・三・四
丁目地区周辺）は緑視率がほとんどみられず、また緑被率も20％以下となっている。

• また港区でも、赤坂地区における区民一人当たり公園等面積はH26時点で4.55㎡/人と
なっており、目標水準（7.0㎡/人）に達していない。

• 地域のにぎわい・交流の拠点となる大規模広場（先行街区と一体で約1ha以上）を創出する。

■地域住民や来街者に対する、まちのにぎわい・交流の場づくり

■渋谷区側市街地、青山通り沿道の防災性向上の必要

• 従前の地域集合場所機能の強化に加え、災害時に来街者等の安全確保のための
受入スペース、防災支援機能の整備が必要。

エリアの現況・課題 地域のにぎわい・交流拠点となる大規模広場の整備

■一体的な管理・活用による、みどり豊かな環境と多様なアクティビティの創出
• 広場は、イベント等の開催を想定した芝生広場（約1,000㎡）や、みどりと一体となり多様なアクティビ

ティを創出する場づくりを行うなど、来街者や地域住民が心地よく過ごせる広場として整備する。

• また、生物多様性や生態系に配慮した、みどり豊かな環境を形成し、広場の質向上に努める。

• 恒常的なにぎわいが形成されるよう、エリアマネジメントと連携して積極的に広場の利活用を図る。
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■災害時の一時避難の受け入れスペースとして充実した機能整備
• 芝生広場周辺は、屋外滞留スペースとして活用するほか、災害支援機能（物資供給等）の提供を行う。

〇フォリー等の配置

〇みどり豊かな多様な
アクティビティの場づくり

赤坂インターシティAIR

③ 地域のにぎわい・交流拠点となる大規模広場の整備

三富今昔村

＜地域住民の利用＞

・周辺に不足する豊かな緑の創出

・日常的な憩いの場の提供
→子どもの遊び場（児童遊園等）
→ビオトープなど学び環境学習
→地域防災活動
→町会等のイベント利用

＜来街者の利用＞

・多様な人々が集うにぎわい創出のイベント開催

・文化・ビジネス発信に寄与するイベント開催

■広場の役割

• 青山エリアに形成する文化・流行の発信拠点の役割として、先行整備される都営住宅・民活事業棟の
広場と連携した恒常的なにぎわいづくりが求められる。

• 広場では、子どもの遊び・学び空間を確保し、住民や就業者等が穏やかに憩う場として機能することで
「遊び・集う公園※」としての役割を担う。さらに、クリエイターによる発信イベント、地域住民や来街者が
集う文化・にぎわいイベント、防災・環境啓発イベント等を、建物も一体的に活用し、積極的に行う。

◆誰もが享受できる豊かな緑と恒常的なにぎわい形成 ◆生物多様性に配慮した緑のネットワークの形成

計画地周辺の潜在自然植生（周辺大
規模緑地と同様）である「スダジイーヤ
ブコウジ群集」を主要基本構成樹種とす
る常緑照葉樹林エリア

計画地の代償植生※である「コナラーイイ
ギリ群集」を主要基本構成樹種とする二
次林（落葉中心）エリア

水生生物だけでなく、鳥や虫等を呼び込
むビオトープなどの水景施設

※代償植生とは自然植生に対して人間の活動（焼き畑、火入れ、
開墾、干拓、伐採、植林など）によってその土地来の植生（自
然植生）に代わって生じた植生の事

※港にぎわい公園づくり基本方針（第Ⅳ編 地区別方針）

｢地域のにぎわい･交流拠点｣となる広場の形成に向けて、エリマネによる｢民間管理の広場として整備･運営｣とすることで、多様なにぎわいを創出するイベ

ント開催等のフレキシブルな利活用、高木を中心とした多様な樹種による充実したみどりの整備と管理等、地域に対し付加価値の高い広場空間を実現する。

• 先行するA地区との緑の連続性に配慮し、渋谷区市街地側に面して、地区全体で約1ha以上のまとまりある大規模広
場を整備するとともに、緑豊かな樹林帯を創出する。

• 潜在自然植生に基づく在来種中心の植栽計画や森の中を流れるビオトープにより、多様な生き物が生息可能となり、
青山通りや周辺の大規模緑地の生物多様性及び生態系を含めた緑のネットワーク形成に寄与する。

• さらに、維持管理等についても、都営住宅・民活事業棟と連携したエリアマネジメントによる清掃活動等を継続する等、
将来にわたる質の高いみどりの維持管理の実現に向けて、管理の仕組みも含めた検討を行う。

民活事業棟都営住宅棟

再開発棟

青山通り

渋谷区側市街地

再開発棟

豊かな緑
ビオトープ

イベント利用

児童遊園

ビオトープ

北青山三丁目地区 当地区

都営住宅棟 民活事業棟

水景

緑豊かな樹林帯

季節の移ろいを
感じるみどりの配置

水景芝生
広場

季節の移ろいを
感じるみどりの配置

再開発棟

緑豊かな樹林帯

樹種･水景配置のイメージ

(芝生広場
約1,000㎡)

イベント利用

【先行するA区域】



④ 豊かな地域資源を活かした多様な都市機能の導入と機能連携（１）

ホテル

・業務,商業,ホテルなど多様な都市機能を導入するとともに、青山エリアの文化・創造的な魅力が集う『まちのロビー』を創出し、ワーカー・居住者・来
街者など多種多様な人々の連携・交流を促すことで、周辺の豊かな『にぎわい・文化・緑』 を繋ぐ、最先端の文化・流行の発信拠点の形成を実現する。

○近年のｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・ITｺﾝﾃﾝﾂ産業等は、事業拡大ｽﾋﾟｰﾄﾞが速く、規模拡大
に合わせ、他エリアへ引越してしまう企業も見られ、まちの産業育成につな
がらない。（例：LINE（㈱）＝ 渋谷 ⇒ 新宿 ⇒四谷）

○渋谷区まちづくりマスタープラン（素案）（H31）

・ ファッションやコンテンツ等の企業集積、表参道、青山通り、キャットストリート（旧渋谷川遊歩道）などの街並み、個性的な商業集積などを生かし、
服飾雑貨等の生活文化の発信や交流の拠点が形成されています。

・ 市街地の更新により高度利用を図りながら、緑豊かで職・住・遊が融合したまちが形成されています。

○港区まちづくりマスタープラン（H29）

・ 青山通りなどの主要な幹線道路沿道では、都市の魅力やにぎわいを備えた商業、文化、交流等の多様な集客機能及び業務機能の集積を更に
促進。

・ 北青山三丁目では、老朽化した都営住宅の建替えを契機に、地域住民や来街者が憩える開放的なオープンスペースを整備するとともに、 青山
通り沿道と一体となった多様な都市機能の導入を誘導

⇒地区周辺のオフィスビルは中小規模の建物が多く、基準階約1,000㎡
以上の賃貸ビルの立地が少ない。そのため青山に立地する企業は、事
業展開の規模や情報発信力が限定的となり、青山で創業・成長してき
た企業の受け皿となる空間が確保されていない。

大規模広場

○北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 事業実施方針（H28）

「周辺の豊かな『にぎわい・文化・緑』を繋ぐ、最先端の文化・流行の発信拠点の形成」

○周辺の豊かな資源・生活文化を繋ぐ業務・商業機能の導入

にぎわい・文化を繋ぐ（商業）緑を繋ぐ（大規模広場）にぎわい・文化を繋ぐ（業務）

青山で創業し、成長する企業を支える業務拠点の整備

○周辺の幹線道路沿道と後背地では、それぞれに魅力的な特徴あるにぎわ
いを形成している

⇒周辺の各エリア（表参道、神宮前、南青山etc…）では、特徴あるにぎわい
を形成しており、各エリア間を繋ぐことで、更なる魅力の向上と連続的なに
ぎわいの創出が見込まれる。

⇒近隣には地域住民が気軽に利用できるスーパー等の生活利便施設が少
ない。

隣接エリアの特性に調和した商業配置とし、
各エリア間の連続的かつ恒常的なにぎわい形成と

生活利便性の向上を図る

発信の場づくり

緑を繋ぐ

当地区

原二本
神宮前

神宮外苑

南青山

表参道

青山通り沿道

青山一丁目
発信の場づくり（まちのロビー）

○にぎわい形成に資する身近なオープンスペースや緑の不足

⇒当地区周辺には、恒常的なにぎわいを創出する身近なオープンスペース

が不足しているほか、緑被率は、港区側渋谷区側ともに、区の平均値を
下回っている。

青山通りに連続する緑および生態系のネットワークに
配慮した大規模広場の創出

・青山通り沿道や周辺市街地と連続した恒常的なにぎわい形成、生活利便に寄与
する商業機能を配置

・近隣に不足する憩い空間を補い、周辺の大規模緑地に見られる生態系ネットワークを
繋ぐ大規模広場の整備

・青山周辺エリアに潜在するクリエイティブ・ITコンテンツ産業の育成・強化に向けた企
業が集積する業務拠点の整備

・文化・流行の発信拠点の形成に資する、多様な人々の連携・交流の場とな
る機能整備と仕組みづくり

クリエイター

オフィスワーカー

観光客
来街者

地域住民

地域住民
来街者

周辺の緑・生態系

発信の場づくり（ホテル）

・発信力の高い国内外のビジネス、観光客が滞在できるライフスタイル型の
宿泊施設を整備

青山を滞在拠点として周辺エリアに回遊し
にぎわい・交流が波及する宿泊施設の整備

エリアマネジメントによる一体的な機能運営

宿泊者観光客

⇒青山の企業が、青山で成長し続けられる環境を創り出し、まちの魅力を更に
向上するサイクルを構築する

⇒特に地域特性であるクリエイティブ産業、IT 系等を中心とした業務を集積す
ることで生産性が高まり、産業の育成を促進

⇒青山通りから連続する恒常的なにぎわい形成に資する、物販、飲食、スー
パーマーケット等を確保
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商業

青山通り沿道や
周辺市街地との

連続的かつ恒常的な
にぎわいの形成

業務

業務拠点の形成
青山に潜在するｸﾘ
ｴｲﾃｨﾌﾞ産業の育

成・強化

■『にぎわい・文化・緑』を繋ぐ、文化・流行の発信拠点の実現

青山霊園

表参道駅

外苑前駅

主な本社ビル

賃貸ビル（基準階1,000㎡以上）

凡例

青山一丁目駅

当地区

⇒上位計画で求められる多様な交流・集客機能の実現や、滞在機能を有す
ることによって安定的なにぎわいを創出し、周辺エリアへの回遊性や交流の
波及効果が生まれる。

⇒特に当地区で計画するライフスタイル系のまちに開かれたホテルは、クリエ
イティブ産業が集積する地域特性から高感度なクリエイター等が集まる装
置としても機能し、「文化･流行の発信拠点の形成」の役割を担う。



○北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト 事業実施方針（H28）

「周辺の豊かな『にぎわい・文化・緑』を繋ぐ、最先端の文化・流行の発信拠点の形成」

クリエィティブな人材が集う、心地よい環境

×

多様な人材が活動し、価値創造に取り組む舞台

×

人材や企業の交流を通じた持続的な発展

：みどり豊かな大規模広場

：多様な文化･交流機能と『にぎわい・文化・
緑』の核となる「まちのロビー」の整備

：一体運営・機能連携の仕組み

青山の街の魅

力を活かしつつ、

更なる拠点形

成に向けて、環

境整備と機能

整備と仕組み

づくりに取組む

環境
整備

機能
整備

仕組み

づくり

大規模広場
緑を繋ぐ

ホテル

一体運営・機能連携

交流･発信テラス
ライブラリ

ショールーム
イベントスペース

まちのロビー

シェアオフィス

発信の場づくり

クリエイター等が嗜好する、みどり豊かな心地よい空間やライブラリ機能等
をまとめて整備し、まちのロビーに多様な人材等が集まり交流が促されるこ
とで、発信力が高まる

■多様な都市機能の連携イメージ

・多様な来街者やクリエイター、ワーカーが広場に面したテラスでみどりを
感じながら憩い交流できる空間を創出する。

・企業と連携した体験型の展示などでテストマーケティング等に活用
し、更なる創作活動に活かす。

⇒ クリエイターやアーティストの個展等を行うギャラリーをロビー内に設け、地
域に開放する。

・アーティストやクリエイターをパートナーに迎え、アートに関する様々な
発信を行う。

・国内外から青山に集う滞在拠点として、観光やビジネス等、様々な目的で
の来街者を受け入れ、憩い交流できる空間を整備する。

⇒ 地域に開放されたスペースやカフェ・バーを設け、イベント等の開催を行う。

⇒ オフィスロビーと緑に面したテラスが連続的な空間を形成し、多様な人々の
利用を促す。

⇒ 「体験」が商品の付加価値を生み出すとともに、創作者へのフィードバックにつ
ながる仕組みづくり。

オフィス

ロビー

テラス

オフィス
シェア

オフィス
ショー

ルーム

ホテル

ロビー

ライブラリ

ギャラリー

ホテル

ロビー
イベント

スペース

テラス

テラス

ライブラリ

ショー
ルーム

イベント
スペース

・企業のプレス発表イベントなど、周辺に集積するｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ産業の
PRイベントにも活用する。

・クリエイターやデザイナーが作品発表など発信できる大規模イベン
トの開催。

⇒ 外部空間と一体のイベント開催により、多様な集客機能を有する。

・ゆとりある空間で、くつろぎながらアイデアを発想できる。
・クリエイターが好む、知的・創造的な書籍や雑誌等のブラウジングが可能。
・ゆとりある空間で、くつろぎながらアイデアを発想できる。
・体験型の展示などでテストマーケティング等に活用し、更なる創作活動に活かす。
・カルチャースクールやトークイベント、ビジネス交流イベントなど、多目的に使える空間。
・オープンなしつらえで活動が緩やかに見えることで、来街者の発見や気づきに繋がる。

・青山周辺に多く立地
するクリエィティブ関
連企業や個人が入
居し、互いに刺激を
受けながら創作活動
に取組む。

・青山発の新ビジネス
や作品の発信を目
指す、ベンチャー企
業やクリエイターの創
作･発信拠点とする。

・国内外から青山に集う滞在拠点として、観光やビジネス、クリエイター等、様々な目的での来街者の宿泊を想定。

・文化・交流機能に直接アクセス可能な、開かれたホテルとして、ロビー空間をまちのロビーと合わせて配置し、宿泊客の
回遊を創出することで、交流を促進し、情報が発信される。

・多様な来街者やクリエイターが広場に面したテラスや
カフェでみどりを 感じながら憩い交流できる空間。

・クリエイターやデザイナーが作品発表など発信で
きる空間
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〇多様な人材の活動を育む、文化・流行機能と「まちのロビー」の整備

④ 豊かな地域資源を活かした多様な都市機能の導入と機能連携（２）

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
組
織

広場マネジメント事業

文化・交流事業

地域交流・コミュニティ創出事業

防災・管理事業

ｚ・隣接街区との一体的な植栽維持・管理
・みどり豊かな環境を享受する多様なアクティビティの創出

・青山文化を発信・継承するイベント開催
・青山の価値創造性を高めるマッチング機会の創出

・地域コミュニティの交流機会創出
・コミュニティ施設の整備・運営

・防災・防犯対策等の連携
・公共空間の管理等

○エリアマネジメント組織の主要事業○エリアマネジメント組織体制

※エリアマネジメント体制については、現段階の想定であり、
今後の協議により変更となる可能性があります。

※先行するA地区のエリアマネジメント組織との一体化を想定

〇エリアマネジメントを活用した都市機能連携による、多様な交流機会の創出

管理組合

エリアマネジメント組織

管理業務
（緑、共用部等）

価値増進事業
（カフェ、イベント企画

運営、情報発信）

地元
地域

東京都

港区
支援連携

管理
委託

運営委託
・

直営
売上



青山通り（特定緊急輸送道路、帰宅支援対象道路）

民活事業棟

至神宮前エリア 渋谷区側市街地

中低層住宅街に小規模
店舗や事業所が混在

北青山三丁目地区

地域防災力向上に資する
オープンスペース

災害時の一時避難

緊急車両の動線確保

当地区

一次避難スペース
約1,000㎡（芝生広場）

炊き出し災害情報発信
備蓄品配布等

交流発信テラス

再開発棟

建物の自立性確保

【一時滞在施設】

地域防災力向上に資する
オープンスペース

■取組イメージ

• 雨水が浸透する地表面を広大に確保し、保水・樹木の蒸散による自律的な水循環により、ヒートアイランド対策に寄与する。

• 生物多様性に配慮した植栽計画（樹種選定、起伏、水景等）とする。

• 環境負荷低減を図るため、低層部における自然換気の確保や、高層部における断熱・遮熱性の向上について検討を行う。

◯水循環のイメージ

■帰宅困難者受入施設の整備、広場を中心とした災害支援機能の確保

• 芝生広場周辺は、災害発生時に地域住民や来街者が安否確認等を行う屋外滞留スペースとして活用し、災害支援機
能（情報発信、備蓄配布、炊き出し等）を提供する。（港区防災計画における地域集合場所への位置付けを想定。）

• 帰宅困難者対策として、交流発信テラスを一時滞在施設（最大３日間）として整備する。

• 再開発棟の従業員等が発災時より3日間は建物に滞在できるよう、非常用発電機等により建物の自立性を確保する。

• また区画道路を介した、広場内・渋谷区側市街地への緊急車両の動線を確保する。

■取組イメージ

（取組イメージ）
• PAL低減率、ERR目標値への適合
• 断熱性・遮熱性向上による熱負荷低減
• エネルギー利用の効率化
• 自然再生エネルギー利用（雨水等）

（取組イメージ）
• 自然豊かな緑地や水循環によるヒートアイランド対策
• 生物多様性に配慮した植栽計画（樹種選定、起伏、

水景等）

災害時における渋谷区側市街地や南青山等周辺の来街者の一時滞在機能や、災害支援
機能を整備することで、地域防災力の向上を図る。
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地域防災力の向上 環境負荷低減

■充実した緑化と生態系への配慮、水資源の有効活用

⑤ 地域防災力の向上と環境負荷低減


